
ＮＯ．２１１     虎ノ門二丁目地区（個人施行）

計画地

計画の概要

病院棟

業務棟

地上１９階／地下３階 病院棟

地上３８階／地下２階 業務棟

都市計画決定

建築面積の最低限度
容積率の最

低限度

１０００％ ８０％

面積

高層部Ａ：ＧＬ＋
１８０m

高層部Ｂ：ＧＬ＋
１００m

低層部ＧＬ＋
２０m

平成２６年６月１６日　東京都告示第９０６号

約２．９ha

壁面の位置の制限

４００㎡

容積率の最高限度

４００％

(とらのもん２ちょうめ)

２　都市再生特別地区

約９９m

建築物の外壁又はこれに代わる柱は計画図に示す壁面線を越えて建築して
はならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物等はこの限りではない。
①歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エ
スカレーター、エレベーター等及びこれらに設置される屋根、柱、壁その他こ
れらに類するもの
②歩行者の快適性及び安全性を高めるために設けるひさし及び落下防止柵
その他これらに類するもの
③建築物の出入り口の上部に位置するひさしの部分
④給排気施設の部分

建築物の
高さの最高限度

約１８０m業務棟

１　計画の概要

東京都港区虎ノ門二丁目及び赤坂一丁目各地内

階数 高さ
病院棟

地区面積 約２．９ha 構造

鉄骨造
一部鉄筋コンクリート造

鉄骨造
一部鉄骨鉄筋コンクリート造

一部鉄筋コンクリート造

都市再生特
別地区

（虎ノ門二丁
目地区）

　当該地区では、既存施設（虎の門病院・国立印刷局・共同通信会館）が老朽化しており、敷地に余裕がないことから
現虎の門病院の機能更新が困難であった。また、周辺の地形は起伏が大きいことから歩行者の安全性・快適性が十
分に確保されていない等の課題を抱えていた。
　こうした状況を踏まえ、第一種市街地再開発事業により、虎の門病院の機能を停止することなく病院機能の更新を図
るとともに、高機能オフィスの整備と合わせた業務支援機能の導入、周辺地域をつなぐ安全で快適な歩行者ネットワー
クの形成を図る。

建蔽率の最高限
度

種類



名 称

位 置 面積

位 置 面積

名称 幅員 延長 面積

地区幹線道
路

８．５m～１０．５m
（全幅１５．０m）

約２６０m ―

区画道路
６．０m～７．０m

（全幅１２．０m～１
３．５m）

約１８０m ―

広場１号 ― ― 約４００㎡
広場２号 ― ― 約１，０００㎡
広場３号 ― ― 約１，４００㎡

歩行者専用
通路

４m 約３３０m ―

歩道状空地
１号

２m 約７０m ―

歩道状空地
２号

２m 約１７０m ―

歩道状空地
３号

７m 約１３０m ―

歩道状空地
４号

２m 約９０m ―

建築物等の
用途の制限

壁面の位置
の制限

壁面後退区
域における
工作物の設
置の制限

都市計画決
定

備考

拡幅

港区虎ノ門二丁目及び赤坂一丁目各地内 約３．７ha

約２．９ha港区虎ノ門二丁目及び赤坂一丁目各地内

虎ノ門二丁目地区　地区計画

地区整備計画

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 新設

新設

拡幅

３　地区計画

新設（階段含む）
新設

新設（昇降機含む）

１　建築物及び工作物の外観の色彩は、東京都景観計画並びに港区景観計画の色彩基準に適
合し、周辺環境と調和したものとする。
２　建築物及び工作物の形態及び意匠は、東京都景観計画並びに港区景観計画に適合し、良
好な都市景観の形成に資するものとする。

そ
の
他
の
公
共
空
地

次に掲げる建築物は、建築してはならない。
１　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１
項各号に掲げる風俗営業、同条第６項から１０項いずれかに該当する営業の用に供するもの
２　カラオケボックスその他これに類するもの
３　勝馬投票券売所、場外車券売場その他これに類するもの

建築物の外壁又はこれに代わる柱又は門若しくは塀は、計画図に示す壁面線を越えて建築して

はならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物はこの限りではない。

１　歩行者の快適性及び安全性を高めるために設けるひさしその他これに類するもの

２　給排気施設の部分

３　建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分

４　歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける横断歩行者通路、階段、エスカレーター、

エレベーター等及びこれらに設置される屋根、柱、壁、その他これらに類するもの

広告物等、交通の妨げとなるような工作物を設置してはならない。

新設（デッキレベル）

新設（植栽含む）

平成２６年６月１６日　港区告示第１８３号

道
路

新設

建築物等の
形態又は色
彩その他の
意匠の制限



敷地面積 建蔽率

延べ面積 容積率

病院棟 ２５６台

業務棟 ２８６台

５　経　緯

権利変換期日

都市再生特別地区の都市計画提案

都市再生特別地区及び地区計画の都市計画決定

施行認可（都）

令和元年　７月１日

令和２年　９月１６日

令和２年　１０月６日

旧虎の門病院解体工事着手

印刷局解体工事着手

事業計画変更認可（都）

事業計画変更認可（都）

平成２６年　１月２０日

平成２７年　３月５日

令和４年　６月６日 事業計画変更認可（都）

平成２６年　７月１５日

平成２８年　５月１９日

平成３１年  ４月１日 病院棟建築工事完了

平成２８年　６月２０日 病院棟建築工着手

事業計画変更認可（都）

４　事業計画の概要

約２６６，１００㎡

約２２，５００㎡ 約７０％

業務棟建設工事着手

事業計画変更認可（都）

年　月　日

１，５０７億円

平成２７年　２月１２日

内　　　　　　　　　　　　　　　容

権利変換計画認可（都）

平成２７年　４月１日

平成３１年　１月２２日

事業認可

平成２６年７月１５日　東京都告示第１０１６号
平成２６年１２月１日　東京都告示第１５９１号（変更）
平成２８年５月１９日　東京都告示第１００３号（変更）
平成３１年１月２２日　東京都告示第５９号（変更）
令和　２年１０月６日　東京都告示第１２５４号（変更）
令和　４年６月６日　　東京都告示第８８０号（変更）

総事業費

１０００％以下

病院棟

業務棟

病院、駐車場、国際医療施設、
災害時治療・収容施設

事務所、店舗、駐車場、業務・生活支援施
設、災害時治療・収容施設

平成２６年　６月１６日

平成２６年　１２月１日

駐車場用途



６　位置図

７　区域図



８　完成予想図


